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1――はじめに～ケアマネジャーは何を担う職種なのか 

2021年度に予定されている 3年に一度の介護保険制度改正に向け、社会保障審議会（厚生労働相の

諮問機関）介護保険部会の議論が大詰めを迎えている。焦点の一つはケアプラン（介護サービス計画）

の作成を含めて居宅介護支援費（ケアマネジメント）の有料化。現在は利用者から自己負担を取って

いないが、これを他の介護保険サービスと同様、有料化する是非が論じられており、一部では「有料

化が先送りされる」という新聞報道も出ている1。 

 しかし、ケアマネジメントやケアマネジャーの問題は有料化の是非にとどまらない。筆者は別のレ

ポート2で、有料化を論じる以前の問題として、①ケアマネジャーが働く居宅介護支援事業所が別の介

護保険事業所にぶら下がっており、親会社のサービスを入れるインセンティブ構造となっており、独

立性を強化するべき、②介護保険サービスを組み込まないと対価を受け取れない報酬体系を見直すべ

き――と主張したが、今回は②のテーマを深掘りしつつ、少し前に公表された調査を基に、「ケアマネ

ジャーが何を担う職種なのか」を問い直す。 

具体的には、ケアマネジャーが医療・介護連携の場面で「タダ働き」を強いられている実態などを

明らかにした上で、高齢者、障害者、子育てなど横断的に支援を展開しようとしている「地域共生社

会」とリンクさせる必要性を指摘する。 

 

2――ソーシャルワークの機能が期待されているのだが… 

 ここではシンプルに「ケアマネジャーとは、何を担う職種なのか？」という問いを発したい。この

問いに対し、多くの人が「要介護認定を受けた高齢者に介護保険サービスを仲介する専門職」と答え

るかもしれない。実際、ケアマネジャーが担うケアマネジメントとは「利用者の状態を評価するアセ

スメント→ケアプラン（原案）の作成→サービス担当者会議による様々な意見を反映したケアプラン

の決定→サービス提供→給付管理→モニタリング」の一連の流れを差しており、ケアマネジャーにと

って介護保険サービスを組み込むケアプランの作成は重要な仕事である。 

                                                
1 2019年 11月 19日『共同通信』配信記事。 
2 2019年 9月 6日拙稿レポート「ケアプランの有料化で質は向上するのか」を参照。 
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しかし、先の答えは間違いと言えなくもない。ケアプランに盛り込まれる支援は本来、介護保険サ

ービスに限定されていないためだ。例えば、認知症の高齢者の場合、ケアマネジャーは認知症対応型

通所介護（デイサービス）など介護保険サービスを薦めることが多いが、こうしたサービスの仲介だ

けがケアマネジャーの仕事ではない。一例として、認知症になった高齢者が若かった頃、民謡を趣味

としていた場合、民謡を歌えるサークルを紹介すれば、その高齢者にとっては楽しく外出できる機会

になり、生活の満足度は高まるかもしれない。さらに、その分だけ介護保険サービスを使わずに済め

ば、給付抑制にも繋がる。 

 つまり、ケアマネジメントやケアマネジャーの役割を考える時には、介護保険制度の枠内にとどま

らず、自治体の福祉サービスや民間企業のサービス、公民館や図書館、老人クラブ、大学の生涯学習講座

など幅広い選択肢を射程に入れつつ、支援策を幅広く考えることが求められる3。さらに、その人を取り

巻く生活環境を改善するため、自治体や地域社会の構成員、民間企業に働き掛けることも必要になる。

これはいわゆる「ソーシャルワーク」と呼ばれる手法である。 

 

3――無駄と分かりつつ、介護保険サービスを入れている実態 

しかし、こうした視点は現在の介護保険制度で十分、反映されているとは言えない。むしろ、実際

には 1つでも介護保険サービスをケアプランに組み込まないと、ケアマネジャーはケアマネジメント

の対価である居宅介護支援費を受け取れない。その結果、ケアマネジメントも、これを担うケアマネ

ジャーも介護保険制度の枠内に事実上、囚われていると言わざるを得ない。 

先の例で言えば、認知症になった高齢者のケアプランを作成する際、民謡サークルの日程をほぼ毎

日入れつつ、それ以外の日に社会福祉協議会のボランティアや民間企業の配食サービスなどを組み込

んでも、ケアマネジャーは一銭も対価を受け取れない「タ

ダ働き」になる。現実には介護保険サービスに関する給付

管理について、ケアマネジャーの報酬が付いている状態で

あり、ケアマネジャーにとっては、「不要かもしれないが、

1 つだけでも介護保険サービスをケアプランに入れる」と

いう行動を生みやすくなっている。 

 こうした実態の一端が最近、公表された医療経済研究機

構の調査4で明らかになった。調査では「本来であればフォ

ーマルサービスは不要と考えていたが、介護報酬算定のた

め、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」

という経験の有無を尋ねる設問があり、表 1の通り、回答

者本人に経験があると答えた人は 3.1％、そうした話を周囲のケアマネジャーが経験したという話を

                                                
3 実際、制度創設時の国会答弁に際して、厚生省幹部は「ケアプランには市町村独自のサービスやボランティアのサービスな

どが含まれる」という趣旨で発言している。第 145国会会議録 1999年 4月 13日参議院国民福祉委員会における厚生省の近

藤純五郎老人保健福祉局長による答弁。 
4 「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究事業」のアンケート集

計を参照。調査結果については、東京都内で活動するケアマネジャーで構成する東京都介護支援専門員研究協議会のホーム

ページに公開されている。2019年 10月 2日「令和 2年改正（令和 3年施行）介護保険法に関する要望書の提出について」を

参照。 

http://cmat.jp/report/91/1021.html
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耳にした人は 16.8％に及んだ（「よくある」「ときどきある」の合計）5。つまり、介護保険サービス

をケアプランに入れなければ、居宅介護支援費（ケアマネジメント）を受け取れない現行制度が無駄

な給付を生み出すインセンティブとなっていると言える。 

 

4――ケアマネジャーが「タダ働き」している実態 

さらに同調査では、先に触れたような「タダ働き」の実態が別の場面で起きる可能性も浮き彫りに

なった。近年は医療・介護の境目が曖昧な在宅ケアを充実させるため、医療職と介護職の間の風通し

を良くする重要性が指摘されており、診療報酬と介護報酬を同じ時期に見直した 2018年度改定では、

患者の入院・退院に際して、病院とケアマネジャーが患者の状態に関する情報をスムーズにやり取り

するための細かい制度改正が積み重ねられた。こうした中、

在宅ケアを担うケアマネジャーが病院主催の退院支援カンフ

ァレンスに参加する機会も増えている。 

しかし、リハビリテーションなどを通じて、退院した患者

が要介護認定を受けずに済んだ場合、カンファレンスに参加

したり、病院と情報をやり取りしたりしたケアマネジャーは

「タダ働き」を強いられる。先に述べた通り、介護保険サー

ビスをケアプランに位置付けなければ、ケアマネジャーは介

護保険の居宅介護支援費（ケアマネジメント）を受け取れな

いためである。同調査では、こうした実態が起きていないか

尋ねており、本人自身に経験ある人が 57.9％、周囲のケアマ

ネジャーが経験したという話を聞いたことがある人が 49.8％に上った（「よくある」「ときどきある」

の合計）。 

こうした結果を見ると、ケアマネジャーは介護「保険」支援専門員として働くことを強いられてお

り、ケアマネジメントが「介護保険サービスの仲介」と狭く捉えられている現行制度の不備が浮き彫

りになる。 

 

5――地域共生社会で期待されるケアマネジャーの役割 

こうした不備は「地域共生社会」に逆行すると考えられる。地域共生社会とは厚生労働省の社会・

援護局を中心に議論している概念であり、住民が主体的に参加する「我が事」と分野を超えた「丸ご

と」を掲げ、高齢者福祉、障害者福祉、子育てなど制度の縦割りにこだわらない支援を目指している6。 

 この重要性を考える一例として、「8050 問題」を挙げよう。これは長期経済不況の下、家に引き籠

った若者が 50歳を迎えつつある一方、その親も 80歳代で高齢化し、生活に支障をきたしている状況

                                                
5 なお、周囲の経験よりも本人の経験が少ないのは、回答者の多くが管理職的な主任ケアマネジャーであり、後輩などを指導

する立場にあることが影響している可能性がある。 
6 地域包括ケアとの関係性も含めて、地域共生社会の定義は必ずしも整理されていない。しかし、厚生労働省が 2017年 2月

に作った「当面の改革工程」では、「制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人ひとりの暮らしと

生きがい、地域をともに創っていく社会」と定義しており、ここでは高齢者に力点を置く地域包括ケアよりも、障害者や子

育てなども含めた幅広い概念と整理する。 
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を指す。この問題には心身の不具合だけでなく、親の医療・介護だけでなく、就労や住まいの支援、

周囲との人間関係、経済問題……、などの要因が複雑に絡み合っている。このため、既存の縦割り制

度だけでは解決しにくく、地域社会の支え合いを作り上げる視点も含めて、幅広い思考が求められる。 

 その一方、行政の制度や組織は縦割りで作らざるを得ないため、どうしても制度の「狭間」で必要

な支援を受けられなかったり、制度間のたらい回しに遭ったりするケースが出て来る。こうした問題

をクリアする上では、「地域共生社会」の発想は極めて重要であり、介護保険制度の枠内にとどまって

いるケアマネジメントにソーシャルワークの要素を取り入れる観点が求められる。 

しかし、ケアマネジメントの有料化に関する国の議論を見ても、介護保険制度の枠内でしか議論さ

れていないように映る。この状況を見ると、ケアマネジメント有料化の是非を含めて介護保険制度改

正を主導している老健局と、地域共生社会を進めようとしている社会・援護局の縦割り問題が厚生労

働省内で調整されていないと言わざるを得ない。 

 

6――おわりに～財政の帳尻合わせにとどまらない議論を～ 

日本の社会保障制度においては、（略）社会保険制度が基本であり、国の責務としての最低限度の生

活保障を行う公的扶助等の「公助」は自助・共助を補完する位置づけとなる――。現在の制度改正を

方向付けている2013年8月の社会保障制度改革国民会議報告書には、こんな一節が見られる。つまり、

社会保険料をベースとした「共助」の社会保険方式を中心にしつつ、そこから漏れる人を税財源の公

助で支援するという考え方である。 

しかし、この考え方にはマイナス面もある。例えば、「8050 問題」に代表される通り、困難に直面

している人の課題は様々な要因が複雑に絡み合っているにもかかわらず、疾病や要介護などの「保険

事故」をカバーする社会保険方式では、一定の要件で「保険事故の補償を受けられる人」を線引きし

なければならず、縦割りの支援が中心になる。しかも、サンプル数を増やせば全体の平均に近付くと

いう「大数の法則」を前提としており、個別性への配慮も不十分になりやすい。 

こうした事情の下、日本の社会保障制度はソーシャルワークを十分に制度化できておらず、ここで

述べた通り、ケアマネジメントは「介護保険サービスの仲介」、ケアマネジャーは「介護保険サービス

を仲介する人」としか考えられていない7。 

このように考えると、ケアマネジメントやケアマネジャーの問題については、地域共生社会を含め

た地域福祉の在り方から幅広く考える必要がある。介護保険財政が逼迫する中、制度の持続可能性を

考えなければならない時期が来ているが、単なる財源の帳尻合わせにとどまらず、局や制度の縦割り

を超え、地域共生社会との整合性を図る視点が求められる。 

                                                
7 ここでは詳しく述べないが、社会福祉士や医療ソーシャルワーカーも診療報酬では専ら「退院支援を担う職種」として評価

されている。 


